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主         文 

１ 本件控訴を棄却する。 

２ 控訴費用は控訴人らの負担とする。 

事 実 及 び 理 由 

第１ 控訴の趣旨 

 １ 原判決を取り消す。 

 ２ 主位的請求 

⑴ 被控訴人は，控訴人らに対し，それぞれ原判決別紙謝罪文（ただし，あて

名部分は控訴人らを連記したもの。）を交付し，かつ，同謝罪文を官報に掲

載せよ。 

⑵ 被控訴人は，控訴人らに対し，それぞれ１１００万円及びこれに対する昭

和２０年８月１５日から各支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。 

３ 第一次予備的請求 

⑴ 主位的請求⑴に同旨。 

⑵ 被控訴人は，控訴人らに対し，それぞれ１１００万円及びこれに対する昭

和２２年５月３日から各支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。 

４ 第二次予備的請求 

⑴ 主位的請求⑴に同旨。 

⑵ 被控訴人は，控訴人らに対し，それぞれ１１００万円及びこれに対する平

成３０年５月１７日（控訴状送達の日の翌日）から各支払済みまで年５分の

割合による金員を支払え。 

第２ 事案の概要（略称は原判決のものを用いる。） 

 １ 本件は，アジア太平洋戦争中の南洋群島及びフィリピン諸島（南洋群島等）

における戦闘行為（南洋戦）等の被害者又はその遺族であるとする控訴人ら

が，①主位的請求として，被控訴人の被用者であった旧日本軍の南洋戦におけ

る戦闘行為等が，一般住民の生命，身体，安全等への危険発生を未然に防止す
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べき被控訴人の国民保護義務等に違反する不法行為に該当すると主張し，民法

７０９条，７１５条及び７２３条に基づき，②第一次予備的請求として，条

理，憲法１３条及び１４条１項を根拠とする公法上の危険責任，すなわち，旧

日本軍の南洋戦における戦闘行為等は，被控訴人が控訴人ら及びその近親者の

生命，身体に対する危険を創出又は惹起したものであるから，被控訴人による

先行行為であり，その結果発生した控訴人らの損害については被控訴人が回復

すべき責任を負うと主張して，同危険責任に基づき，③第二次予備的請求とし

て，国会議員が控訴人らの被害を救済する立法をすることなく漫然と放置し続

けた立法不作為は，憲法１４条１項，１３条，条理及びアメリカ合衆国（米

国）に対する外交保護権放棄による救済義務に基づく立法義務に違反する国賠

法上の違法な公権力の行使に該当すると主張して，被控訴人に対し，国賠法１

条１項に基づき，それぞれ原判決別紙謝罪文（ただし，あて名部分は控訴人ら

を連記したもの。）を控訴人らに交付し，同謝罪文を官報に掲載することを求

めるとともに，損害賠償として，控訴人ら各自に対して慰謝料１０００万円及

び弁護士費用１００万円の合計１１００万円並びにこれらに対する①主位的請

求については終戦の日である昭和２０年８月１５日から，②第一次予備的請求

については日本国憲法施行の日である昭和２２年５月３日から，③第二次予備

的請求については第一次事件控訴人らに対しては同事件の訴状送達の日の翌日

である平成２５年９月７日から，第二次事件控訴人らに対しては同事件の訴状

送達の日の翌日である平成２６年４月１９日から，第三次事件控訴人らに対し

ては同事件の訴状送達の日の翌日である同年８月２３日から，第四次事件控訴

人らに対しては同事件の訴状送達の日の翌日である平成２７年１２月１１日か

ら，第五次事件控訴人に対しては同事件の訴状送達の日の翌日である平成２８

年８月１３日から各支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の

支払を求める事案である。 

原審は，控訴人らの請求をいずれも棄却したので，控訴人らが控訴した。な
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お，第二次予備的請求の附帯請求について，上記のとおり原審では各訴状送達

の日の翌日を起算日としていたが，控訴人らはその後の日である控訴状送達の

日の翌日である平成３０年５月１７日以降について控訴したから，当審の審判

の対象はこの限度となる。また，原審口頭弁論終結時には，４５名の原告（承

継人を含む。）が存在したが，うち５名（承継人を含む。）による控訴はな

い。 

２ 前提となる事実等，主要な争点及び主要な争点等に関する当事者の主張は，

次のとおり訂正し，後記３のとおり当審における控訴人らの補充的主張を付加

するほかは，原判決「事実及び理由」第２の１から３までのとおりであるから

これを引用する（以下の頁・行数はいずれも原判決のものを指す。）。 

⑴ ７頁１０行目「平成」を「昭和」に改める。 

⑵ １２頁２行目「最下層」から同行目「割り振られた。」までを「最上階か

ら４層目及び５層目の船底層の船室が割り振られた。」に改める。 

⑶ １２頁７行目末尾に改行の上，次を加える。 

「 美山丸は，上記魚雷攻撃により，控訴人Ａら一般民間人が入室していた５

層目の船室部分が浸水し，同室にいた一般民間人２８５名中７名が負傷し，

８３名が行方不明となり，船員２名が死亡した。５層目以外の船室部分への

被害はなく，上層階の船室に乗船していた軍人２０１名及び軍属６８名全員

に死傷者，行方不明者はいなかった。」 

⑷ １２頁２０行目「１３」の後に「・１６」を，同行目「Ａ本人」の後に

「，当審控訴人Ａ本人」をそれぞれ加える。 

⑸ １８頁９行目「１３」の後に「・１５，当審控訴人Ｂ本人」を加える。 

⑹ １８頁２０行目「戦死」の後に「した」を加え，１９頁７行目「１７」を

「１８」に改め，同行目「Ｃ本人」の後に「，当審控訴人Ｃ本人」を加え

る。 

⑺ ２０頁１０行目「生まれた」の後に「きょうだいである」，同行目「Ｄら
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は，」の後に「昭和１９年６月頃」をそれぞれ加える。 

⑻ ２０頁２５行目「終戦後」の後に「の昭和２１年２月頃」，同行目末尾に

「戦争孤児となった控訴人Ｄらは，親戚らの家で世話になったが，学校に通

うことはできず，農作業や軍雇用の仕事をして生活した。」をそれぞれ加

え，２１頁１０行目「９」を「１０」に改め，同頁１１行目「１０」の後に

「，当審控訴人Ｄ」を加える。 

⑼ ２３頁４行目「１０」を「１１，当審控訴人Ｅ」に改める。 

⑽ ２４頁９行目「９」を「１０」に改め，同行目「Ｆ本人」の後に「，当審

控訴人Ｆ本人」を加える。 

⑾ ２８頁８行目「終戦後」の後に「の昭和２０年頃」を加える。 

⑿ ２８頁１９行目「１３」を「１４」に改める。 

 ３ 当審における控訴人らの補充的主張 

   国家無答責の法理の適用制限（争点⑴関係） 

仮に，国賠法附則６項により国賠法施行前の国家の権力的作用について，

国家無答責の法理が適用されるとしても，本件のような旧日本軍の残虐非道

行為により被った損害についてまで国が責任を免れる結果となるのは，日本

国憲法の根底にある「正義公平の理念」に反する。大審院下においても，国

の権力的作用について民法上の不法行為責任を認めた事案もあるように，国

家無答責の法理は絶対的なものではなかったし，日本国憲法施行後，国賠法

施行前に発生した損害については，民法（不法行為法）を適用すべきである

との有力な見解が存し，同趣旨の裁判例（東京高等裁判所昭和３２年１０月

２６日）も存する。したがって，本件については，条理上，国家無答責の法

理の適用が制限される結果，民法（不法行為法）が適用又は類推適用され

る。 

  ⑵ 公法上の危険責任について（争点⑵関係） 

    公法上の危険責任は，立法論ではなく，条理法，憲法１３条，１４条１項
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の法的根拠に基づく法理である。控訴人らが受けた南洋戦被害の特異性を直

視すれば，被害の救済を条理に求めることは一層妥当である。憲法１３条，

１４条１項に基づく具体的権利性を肯定する有力な見解も存する。 

  ⑶ 立法不作為に係る国賠法上の責任について（争点⑶関係） 

    立法不作為にかかる国賠法上の違法について，仮に，最高裁判決（平成２

７年１２月１６日大法廷判決民集６９巻８号２４２７頁等）がいう，いわゆ

る職務行為基準説に従ったとしても，被控訴人は，戦闘参加者と非戦闘参加

者との間の不合理な差別の解消を長期間にわたって怠っており，この差別

が，平等原則に違反することは明白であって，最高裁判例が示す「例外的

に」国賠法上の違法の評価を受ける場合に該当する。 

    援護法は，制定以来，順次適用範囲が拡大されているが，その拡大の推移

は，場当たり的で，理由が不明確なものが少なくない上，戦闘参加者該当性

の判断基準は極めて不明確である。その結果，南洋戦の一般民間戦争被害者

は，援護法により補償される者と比較して，合理的理由なく不当な差別的取

り扱いを受けている。 

第３ 当裁判所の判断 

 １ 当裁判所も，控訴人らの請求はいずれも理由がないからこれを棄却すべきも

のと判断する。その理由は，後記⑴のとおり訂正し，後記⑵のとおり付加する

ほかは，原判決「事実及び理由」第３の１から３までのとおりであるから，こ

れを引用する。 

  ⑴ 原判決の訂正 

   ア ５７頁９行目「，すなわち」から同頁１０行目「否か」までを削除す

る。 

   イ ７７頁１１行目「被告側の行為」を「旧日本軍の南洋戦における戦闘行

為等」に改める。 

  ⑵ 当審における控訴人らの補充的主張に対する判断 



   

6 

ア 国家無答責の法理の適用制限（争点⑴関係）について 

控訴人らは，仮に，国賠法施行前の国家の権力的作用について国賠法

附則６条が適用されるとしても，条理上，国家無答責の法理の適用が制

限される結果，民法が適用又は類推適用されると主張するが，独自の見

解に基づくものであり，採用することはできない。 

仮に，控訴人らの被害にかかる旧日本軍の加害行為について，国家無

答責の法理の適用が制限されると解する余地があるとしても，このよう

な大日本帝国憲法下における国家の権力的作用ないし統治権に係る行為

について，国に民法上の不法行為責任を生じさせる法的根拠がないこと

は，引用にかかる原判決第３の１⑶のとおりである。確かに，控訴人ら

が指摘する明治期の大審院判決の中には，国の権力的作用に関し，国に

損害賠償義務を肯定する事案が存するが，遅くとも昭和１８年までに

は，国家の権力的作用ないし統治権に係る行為について，民法の規定の

適用を排除し，国の民法上の不法行為責任を否定する一般法理が確立さ

れたという大審院の判決の推移に照らせば，控訴人らが加害行為として

主張する昭和１８年以降の南洋戦における旧日本軍の戦闘行為等に対し

て，民法が適用又は類推適用される法的論拠が存在するということはで

きない。また，控訴人らが指摘する見解や裁判例は，日本国憲法施行

後，国賠法施行前の国家の権力的作用について生じた損害について，民

法（不法行為法）の規定を適用する余地があることを述べるにとどまっ

ており，大日本帝国憲法下の国家の権力的作用について，国に民法上の

不法行為責任を負わせる法的根拠になるとはいえない。 

控訴人らが主張するように，大日本帝国憲法下の国家の権力的作用に

当たる昭和１８年以降の南洋戦における旧日本軍の戦闘行為等により生

じた損害について，日本国憲法下において妥当する正義公平の理念や条

理を根拠に，国に民法上の不法行為責任があると解することは，結果的
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に，日本国憲法及び国賠法の遡及適用を認めるに等しい。このような解

釈は，昭和１８年当時の確立した判例法理に背理するものであって，国

賠法附則６条の規定に明らかに反することとなるから，旧日本軍の加害

行為の特異性を考慮したとしてもなお，そのような解釈を採用すること

はできない。 

なお，控訴人らが指摘する最高裁判所昭和２５年４月１１日第三小法

廷判決・集民３号２２５頁は，警察官である公務員の重大な過失による

家屋の破壊行為であったとしても，そのために同行為が，私人と同様の

関係に立つ経済的活動としての性質を帯びるものでなく，公権力の行使

に関しては，当然に民法の適用はない旨を説示している。同判決は，旧

日本軍の戦闘行為等に関する事案そのものではないものの，国家の権力

的作用にかかる活動による被害という点から見れば，本件に射程が及ば

ないということもできない。この点に反する控訴人らの主張は採用する

ことができない。 

イ 公法上の危険責任（争点⑵関係）について 

控訴人らは，南洋戦の遂行により作出された特別の危険状態は，国の 

行為（先行行為）に起因するから，その危険状態から生じた重大な被害

については，危険状態を支配する国が責任を負うべきであると主張す

る。しかし，このような大日本帝国憲法下における国家の権力的作用に

ついて，国家無答責の法理の適用を否定又は制限して国の責任を認める

べきであるとする控訴人らの主張を採用することができないことは，引

用にかかる原判決第３の１及び前記アのとおりであり，第一次予備的主

張にかかる控訴人らの上記主張もまた採用することはできない。 

加えて，控訴人らの主張する公法上の危険責任なる概念が，控訴人ら

に対する損害賠償責任等を生じさせる法的根拠となるものと認められな

いことも，引用にかかる原判決第３の２のとおりである。 
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ウ 立法不作為に係る国賠法上の責任（争点⑶関係）について 

控訴人らが主張する立法不作為が，国賠法１条１項の規定の適用上違 

法の評価を受けるものに該当しないことは，その引用にかかる原判決第

３の３のとおりである。 

原判決第２の１⑸ウからクまでのとおり，援護法による援護の対象に

なる者が順次拡大されているところ，南洋戦を含む，戦争遂行という国

家意思の実現に協力した者に対する補償を拡充していくこと自体不合理

であるとはいえず，その結果生じた控訴人らとの差異が不合理な差別で

あるとはいえない。 

  ⑶ 以上のとおりであるから，当審におけるその余の控訴人らの種々の主張に

ついて判断するまでもなく，控訴人らの請求はいずれも理由がないといわざ

るを得ない。 

２ よって，控訴人らの請求をいずれも棄却した原判決は正当であり，控訴人ら

の本件控訴は理由がないから棄却することとして，主文のとおり判決する。 

   福岡高等裁判所那覇支部民事部 

  

裁判長裁判官      大 久 保   正   道 
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